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あんなかスマイルパーク条例施行規則 

令和２年９月18日 

安中市規則第33号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、あんなかスマイルパーク条例（令和２年安中市条例第30号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の例は、条例において使用する用語の例による。 

（利用許可の申請） 

第３条 条例第８条第１項の規定による申請は、利用を予定する日の７日前までにあんなか

スマイルパーク利用申請書兼許可書（様式第１号。以下この条及び次条において「利用申

請書」という。）を市長に提出することにより行うものとする。 

２ 利用申請書は、利用日が属する月の６月前から受け付けるものとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 前２項の規定は、附属設備等（別表に掲げる備品をいう。以下同じ。）を利用しようと

する者の申請について準用する。 

（利用の許可等） 

第４条 市長は、前条に規定する申請により提出された利用申請書を審査し、適当と認めた

ときは、利用の許可を決定し、当該利用申請書の写しにその旨を明記したもの（以下この

条において「利用許可書」という。）を当該申請をした者に交付するものとする。 

２ 条例第10条に規定する使用料又は別表に定める附属設備等の利用に係る料金は、利用

許可書の交付を受ける際に納付するものとする。 

３ 有料施設利用者は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

４ 有料施設利用者が許可を受けた内容の変更又は取消を申請しようとするときは、利用を

予定する日の３日前までにあんなかスマイルパーク利用許可（変更・取消）申請書兼決定

通知書（様式第２号。以下この号において「変更等申請書」という。）に利用許可書を添

えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該申請を審査し、適

当と認めたときは、その旨を当該変更等申請書の写しに明記し、これを当該有料施設利用

者に交付しなければならない。 

（利用期間等） 
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第５条 有料施設の利用期間は、同一の者が引き続き３日を超えること又は定期的に曜日若

しくは日時を指定することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限

りでない。 

（使用料の減免） 

第６条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除（以下この条において「減免」と

いう。）は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、入場料（条

例別表備考第４項の規定による対価をいう。）を徴収する場合は、この限りではない。 

(1) 市が行政目的で使用する場合 

(2) 市内に所在する保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別

支援学校等が、園児、児童、生徒等を対象とした行事等で使用する場合 

(3) 市内に所在する社会教育法（昭和24年法律第207号）第10条に規定する社会教育関

係団体が社会教育活動で使用する場合 

２ 前項の減免を受けようとする者は、第３条に規定する申請をする際に、あんなかスマイ

ルパーク使用料等減免・還付申請書兼決定通知書（様式第３号。以下この項において「減

免等申請書」という。）を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、

当該減免等申請書を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該減免等申請書の写しに明

記し、これを当該者に交付しなければならない。 

３ 前２項の規定により減免をされる使用料の額は、当該使用料の全額とする。 

４ 前３項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるときは使用料の減免をす

ることができる。 

５ 前各項及び次条の規定は、第４条第２項の附属設備等の利用に係る料金について準用す

る。この場合において、「使用料」とあるのは「附属設備等の利用に係る料金」と読み替

えるものとする。 

（使用料の還付） 

第７条 前条第２項の規定は、条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けよう

とする者について準用する。 

（施設等の破損等の届出） 

第８条 条例第15条に規定する破損又は滅失を行った者は、直ちにその旨を市長に届け出

てその指示を受けなければならない。 

（管理者の立入り等） 

第９条 市長又は指定管理者は、スマイルパークの管理上必要があると認めるときは、現に
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利用者が利用している公園施設に関係職員を立ち入らせることができる。この場合におい

て、公園施設を利用する者はこれを拒むことができない。 

２ 前項の規定により当該公園施設に立ち入ろうとする関係職員は、その身分を示す標章等

を着用しなければならない。 

（利用後の点検） 

第10条 条例第14条の規定により利用した公園施設を原状に回復した有料施設利用者は、

市長にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第11条 条例第７条第１項の規定により指定管理者にスマイルパークの管理を行わせる場

合にあっては、第３条から第６条まで、第８条及び第10条の規定中「市長」とあるのは

「指定管理者」と、第４条第２項、第６条及び第７条中「使用料」とあるのは「利用料金」

と読み替えるものとする。 

（その他） 

第12条 この規則に定めるもののほか、スマイルパークの運営に必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第３条、第４条関係） 

備品名 数量 金額 

  円 

CD／DVD／BDプレーヤー 1式 500 

アンプ、スピーカー 1式 1,500 

マイク（有線） 1台 200 

マイク（ワイヤレス） 1台 400 

プロジェクター、スクリーン 1式 1,500 

レーザーポインター 1台 300 

パネル（フック） 1枚 50 

テーブル 1台 50 

折り畳みイス 1脚 10 
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